
(57)【要約】

【課題】　複数の収納空間を有する段ボール製箱体であ

って、自動組立てを行うことができ、さらに、大きな強

度を有する箱体を提供することを目的とする。

【解決手段】　紙材製箱体Ｐは、２つの収納部を有し、

第１ブランクＡと、第１内装部Ｂ１と、第２内装部Ｂ２

と、第３内装部Ｂ３と、第３ブランクＣとを有する。こ

こで、第１ブランクＡは、切込みによって形成される内

側壁部１２ａ、１２ｂ、２２ａ、２２ｂ等を有し、ま

た、第１内装部Ｂ１においては、第１中央板部５０から

三方に壁部６０ｂ等が延設される。第２内装部Ｂ２にお

いても同様である。よって、第１内装部Ｂ１、第２内装

部Ｂ２において、他の一方には壁部が形成されていない

ので、折曲げ前の部材を配設してプレス機械によって行

う自動組立てによっても壁部が干渉し合うことがない。

また、各収納部の三方の側面は二重の壁が形成されるの

で、強度を高めることができる。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　少なくとも２つの凹部状の収納部を有す

る紙材製箱体であって、

箱本体部と、複数の内装部と、を有し、

上記箱本体部が、上記紙材製箱体の上面を形成する上面

部と、該上面部から延設され、立設された壁部であっ

て、上記収納部の側面を形成する複数の壁部を有し、

上記複数の内装部が、ともに、上記収納部の少なくとも

一部を形成する中央板部と、該中央板部の外周のうち隣

接する収納部に面した外周部分を除く外周から延設され

た複数の壁部であって、立設された壁部と、を有するこ

とを特徴とする紙材製箱体。

【請求項２】　隣接する壁部の境界部分で、かつ、壁部

と上面部との間の折曲げ部に該折曲げ部と同一線上を呈

する曲線部を少なくとも外形の一部に有する開口部が形

成されていることを特徴とする請求項１に記載の紙材製

箱体。

【請求項３】　少なくとも２つの凹部状の収納部で、略

方形状の平面形状を呈する収納部を有する紙材製箱体で

あって、

箱本体部と、複数の内装部を有し、

上記箱本体部は、略方形状の外形を有する本体中央板部

で、少なくとも２つの略方形状の折曲げ部と、該折曲げ

部を介して折曲げ形成することにより、該本体中央板部

に開口部を形成し、かつ、立設された内側壁部を形成す

るための複数の切込みと、を有する本体中央板部と、該

本体中央板部の外周の各辺から延設された外側壁部とを

有し、かつ、該箱本体部は１枚のブランクにより形成さ

れ、

上記複数の内装部における各内装部は、略方形状の外形

形状を有する内装中央板部と、該内装中央板部の外周を

構成する各辺のうち、該内装部が構成する収納部に隣接

する収納部に面した辺以外の辺から延設された壁部を有

するとともに、各内装部はそれぞれ１枚のブランクによ

り形成され、さらに、上記内装部は、上記箱本体部の本

体中央板部の下部に固着されていることを特徴とする紙

材製箱体。

【請求項４】　紙材製箱体が２つの凹部状の収納部を有

し、内装部の内装中央板部の外周に延設される壁部は、

該内装部が構成する収納部以外の他の収納部に面した辺

以外の３辺から延設されていることを特徴とする請求項

３に記載の紙材製箱体。

【請求項５】　略方形状の折曲げ部の角部に、該折曲げ

部と同一線上を呈する曲線部を少なくとも外形の一部に

有する開口部が形成されていることを特徴とする請求項

３又は４に記載の紙材製箱体。

【請求項６】　互いに隣接し合う壁部において、いずれ

か一方の壁部に他方の壁部に接する補強片部が設けられ

ていることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記

載の紙材製箱体。

【請求項７】　内装部に開口部が設けられ、該開口部の

下部に衝撃を吸収するための緩衝材が設けられているこ

とを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の紙材

製箱体。

【請求項８】　上記箱本体部に固着される内装部は、１

枚のブランクにより形成されることを特徴とする請求項

１から７のいずれかに記載の紙材製箱体。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、紙材製の箱体に関

するものであり、特に、段ボール紙で形成した箱体に関

するものである。

【０００２】

【従来の技術】従来より段ボールを使用した箱体として

は種々のものが開発、使用されている。そして、従来の

段ボールを使用した箱体において、箱体上面から凹部状

の収納空間を設けて、該凹部状の収納空間に品物を収納

できるようにしたものがある。この凹部状の収納空間を

設けた箱体としては、例えば、上面に開口部を設け、該

開口部に別途段ボールで形成された器状の収納部を固着

させる方法等が取られている。一方、上記段ボールを使

用した箱体の製造方法として、段ボールからの型抜きか

ら組立てまでを自動的に行うことができるようになって

いる。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】しかし、１つの箱体に

上記凹部状の収納空間を複数設けようとした場合には、

それぞれの収納空間を形成する器状の収納部の壁部が互

いに干渉し合ってしまい、自動組立てを行うことができ

ないという問題があった。すなわち、さらに、詳しく説

明すると、図８に示すように、開口部を有する本体部Ｑ

１に器状の収納部Ｑ２、Ｑ３を取り付けて箱体を組み立

てる場合には、平面状になっている本体部Ｑ１用の部材

と、同じく平面状になっている収納部Ｑ２、Ｑ３用の部

材とを所定位置に配設した上で、プレス機械によって図

８のような状態に折り曲げて形成する。ここで、収納部

Ｑ２、Ｑ３においては、底部Ｈ１、Ｈ２と壁部Ｗ１、Ｗ

２とが一直線状になっている状態から壁部Ｗ１、Ｗ２を

矢印方向に立ち上げるようにしなければならないが、そ

の際、互いに隣り合う壁部Ｗ１、Ｗ２が干渉し合ってし

まうために自動組立てを行うことはできない。よって、

図８のような箱体を組み立てるには、予め器状の収納部

を組み立ててから取り付けるようにしなければならず、

自動組立てを行うことはできなかった。

【０００４】また、従来の段ボール製箱体においては、

例えば、精密機械等を収納する場合には、より大きな強

度を有することが望まれていた。そこで、本発明は、複

数の収納空間を有する段ボール製箱体であって、自動組

立てを行うことができ、さらに、大きな強度を有する箱

体を提供することを目的とするものである。
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【０００５】

【課題を解決するための手段】本発明は上記問題点を解

決するために創作されたものであって、第１の紙材製箱

体においては、少なくとも２つの凹部状の収納部を有す

る紙材製箱体であって、箱本体部と複数の内装部とを有

し、上記箱本体部は、上面部と該上面部から延設される

複数の壁部とを有し、また、上記複数の内装部は、中央

板部と該中央板部から延設された壁部とを有し、壁部

が、該中央板部の外周のうち隣接する収納部に面した外

周部分を除く外周から延設されていることを特徴とす

る。ここで、上記紙材製箱体においては、該中央板部の

外周のうち隣接する収納部に面した外周部分を除く外周

から壁部が延設されているので、組立てに際し壁部を折

り曲げて立設させる場合に、壁部同士が干渉し合うこと

がなく、自動組立てを行うことができる。また、隣接す

る収納部が面していない外周部分においては、箱本体部

における壁部と内装部における壁部により二重に壁が設

けられ、強度を増すことができる。

【０００６】また、第２の構成の紙材製箱体において

は、壁部の境界部分で、かつ、壁部と上面部との間の折

曲げ部に該折曲げ部と同一線上を呈する曲線部を少なく

とも外形の一部に有する開口部が形成されていることを

特徴とする。上記構成の紙材製箱体においては、隣接す

る壁部の境界部分で、箱本体部の上面部が曲線状に形成

されるので、破れに対して上面部の耐久性を高めること

ができる。

【０００７】また、第３の構成の紙材製箱体において

は、少なくとも２つの凹部状の収納部で、略方形状の平

面形状を呈する収納部を有する紙材製箱体であって、箱

本体部と、複数の内装部を有し、上記箱本体部は、１枚

のブランクにより形成され、本体中央板部と外側壁部と

を有している。上記本体中央板部は、略方形状の外形を

有する本体中央板部で、少なくとも２つの略方形状の折

曲げ部と、該折曲げ部を介して折曲げ形成することによ

り、該本体中央板部に開口部を形成し、かつ、立設され

た内側壁部を形成するための複数の切込みと、を有して

いる。また、上記外側壁部は、該本体中央板部の外周の

各辺から延設されている。また、各内装部は、１枚のブ

ランクにより形成され、内装中央板部と壁部とを有し、

該内装中央板部は、略方形状の外形形状を有し、また、

壁部は、該内装板部の外周を構成する各辺のうち、該内

装部が構成する収納部に隣接する収納部に面した辺以外

の辺から延設されている。

【０００８】ここで、上記内装部における壁部は、該内

装中央板部の外周を構成する各辺のうち、該内装部が構

成する収納部に隣接する収納部に面した辺以外の辺から

延設されているので、組立てに際し壁部を折り曲げて立

設させる場合に、壁部同士が干渉し合うことがなく、自

動組立てを行うことができる。また、隣接する収納部が

面していない辺においては、箱本体部における内側壁部

と内装部における壁部により二重に壁が設けられ、強度

を増すことができる。

【０００９】また、第４の構成の紙材製箱体において

は、収納部は２つ設けられ、内装部において、壁部が相

対することにより干渉し合うおそれのある辺は１辺のみ

であり、他の３辺は壁部が延設されて三方には二重に壁

が形成されることになる。また、第５の構成の紙材製箱

体においては、上記第２の構成の場合と同様に、折曲げ

部と同一線上を呈する曲線部を少なくとも外形の一部に

有する開口部が形成されているので、破れに対して上面

部の耐久性を高めることができる。

【００１０】また、第６の構成の紙材製箱体において

は、互いに隣接し合う壁部において、いずれか一方の壁

部に他方の壁部に接する補強片部が設けられている。よ

って、この補強片部により隣接し合う壁部間に隙間が形

成されないので、収納部の側壁部分の強度を高めること

ができる。また、第７の構成の紙材製箱体においては、

内装部に開口部が設けられ、該開口部の下部に衝撃を吸

収するための緩衝材が設けられており、この緩衝材によ

り箱体への衝撃を吸収して収納部に収納した物を保護す

ることができる。また、第８の構成の紙材製箱体におい

ては、上記箱本体部に固着される内装部は、１枚のブラ

ンクにより形成され、よって、紙材の有効利用を図るこ

とができる。

【００１１】

【発明の実施の形態】本発明の実施例を図面を利用して

説明する。本発明の実施例に基づく紙材製箱体Ｐは、図

１に示されるように形成され、略筐状の箱体の上面に、

２つの凹部状の収納部Ｓ１、Ｓ２が設けられている。収

納部Ｓ１は、略筐状の収納本体部Ｓ１－ａと下部空間部

Ｓ１－ｂとを有し、この下部空間部Ｓ１－ｂはやや凹凸

のある平面形状を有している。一方、収納部Ｓ２は、図

１において右側に位置し、収納本体部Ｓ２－ａと該収納

本体部Ｓ２－ａの下部に連設される下部空間部Ｓ２－ｂ

とを有している。上記収納本体部Ｓ１－ａ及び下部空間

部Ｓ１－ｂともに略筐状を呈している。なお、収納部Ｓ

２における収納本体部Ｓ２－ａは、収納部Ｓ１における

収納本体部Ｓ１－ａよりもやや小さなスペースを有して

いる。

【００１２】また、紙材製箱体Ｐの周囲部分には凹部４

１が形成されている。すなわち、紙材製箱体Ｐの端部と

収納部Ｓ１との間には略筐状の切欠きによって凹部４１

が形成され、収納部Ｓ１に収納された物品を取り出す場

合に使用される。また、上記収納部Ｓ２の下端部にも略

１／４球状の切欠きによって凹部４３が形成され、収納

部Ｓ２に収納された物品を取り出す場合に使用される。

【００１３】この紙材製箱体Ｐは、図１、図２に示すよ

うに、第１ブランクＡと、第１内装部Ｂ１と、第２内装

部Ｂ２と、第３内装部Ｂ３と、第３ブランクＣとを折り

曲げ形成したものを組み立ててなる形状を呈している。
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ただし、実際の組立てに際しては、上記各部材を折り曲

げ形成してから組み立てるのではなく、各部材が平面状

の状態で重ね合わされた上で、プレス機械によって折曲

げ形成しながら同時に接着を行って組立てを行うのであ

る。ここで、上記第１ブランクＡは、上記箱本体部とし

て機能し、また、上記第３内装部Ｂ３と第３ブランクＣ

とは、上記緩衝材として機能する。

【００１４】ここで、上記紙材製箱体Ｐを構成する各部

材について説明する。まず、第１ブランクＡは、その展

開状態については図３に示すように構成される。つま

り、第１ブランクＡは、中央板部１０と、該中央板部１

０の外周に延設される外側壁部３０ａ～３０ｄと、該外

側壁部３０ａ～３０ｄの外側に延設される底部３２ａ～

３２ｄとを有する。図３に示す第１ブランクＡは、上面

が外側になるように折曲げ形成される。

【００１５】ここで、上記中央板部１０は、図３に示す

ように略長方形状を呈し、上記収納本体部Ｓ１－ａと収

納本体部Ｓ２－ａとを形成するための切込みと開口部と

が左右２か所に設けられている。この２か所の切込みと

開口部とは中央板部１０の枠状の上面部２９に囲まれた

形で形成されている。この中央板部１０は、本体中央板

部としても機能する。

【００１６】すなわち、図３における中央板部１０の左

側には、折れ線を介して内側壁部１２ａ～１２ｄが設け

られ、さらに、さらに、該内側壁部１２ａ～１２ｄの内

側には、内底片部１４ａ～１４ｄが形成されている。ま

た、該内底片部１４ａ～１４ｄの内側には略筐状の開口

部１１が設けられている。この内側壁部１２ａ～１２ｄ

と内底片部１４ａ～１４ｄとは、斜め４方向に切込み１

８を形成することによって形成されている。ここで、内

側壁部１２ａ～１２ｄは、図３に示すように、略台形状

を呈し、各内側壁部１２ａ～１２ｄの境界上の外周付近

には円形状の開口部１７が形成されている。また、内底

片部１４ａ～１４ｄも略台形状を呈し、内底片部１４

ｂ、１４ｃ、１４ｄにはそれぞれ略方形状の切欠部１６

ｂ、１６ｃ、１６ｄが設けられている。この切欠部１６

ｂ、１６ｃ、１６ｄは、組立て時に後述する舌片部３２

ｂ－２、３２ｃ－１、３２ｄ－２を挿通するための逃げ

溝となるものである。また、内側壁部１２ｃから上面部

２９、さらには、外側壁部３０ｃの部分に掛けて上記凹

部４１を形成するための開口部４０が設けられている。

【００１７】一方、中央板部１０の右側にも、折れ線を

介して内側壁部２２ａ～２２ｄが設けられ、さらに、該

内側壁部２２ａ～２２ｄの内側には、内底片部２４ａ～

２４ｄが形成されている。また、該内底片部２４ａから

２４ｄの内側には略筐状の開口部２１が設けられてい

る。この内側壁部２２ａ～２２ｄと内底片部２４ａ～２

４ｄとは斜め４方向に切込み２８を形成することによっ

て形成されている。

【００１８】ここで、内側壁部２２ａ～２２ｄは、図３

に示すように、略台形状を呈し、各内側壁部２２ａ～２

２ｄの境界上の外周付近には円形状の開口部２７が形成

されている。また、内底片部２４ａ～２４ｄも略台形状

を呈し、内底片部２４ａ、２４ｂ、２４ｄにはそれぞれ

略方形状の切欠部２６ａ、２６ｂ、２６ｄが設けられて

いる。この切欠部２６ａ、２６ｂ、２６ｄも、組立て時

に後述する舌片部３２ａ－１、３２ｂ－１、３２ｄ－１

を挿通するための逃げ溝となるものである。また、内側

壁部２２ｄの下端部から上面部２９の部分に掛けて上記

凹部４３を形成するための開口部４２が設けられてい

る。

【００１９】次に、外側壁部３０ａ～３０ｄは、上記中

央板部１０の外周各辺から外側に延設され、外側にいく

に従いやや幅広になる略台形状を呈し、外側壁部３０ａ

と外側壁部３０ｃとは対称形状を呈し、また、外側壁部

３０ｂと外側壁部３０ｄとは対称形状を呈している。こ

こで、中央板部１０に対して対称位置にある外側壁部３

０ｂと３０ｄとは、それぞれその両端に延設された糊代

部３４ｂ－１、３４ｂ－２と糊代部３４ｄ－１、３４ｄ

－２を有している。

【００２０】次に、底部３２ａ～３２ｄは、上記外側壁

部３０ａ～３０ｄより外側に延設され、底部３２ａ、３

２ｃは縦長の長方形を呈し、また、底部３２ｂ、３２ｄ

は左右で異なる幅を有する帯状を呈している。底部３２

ａと底部３２ｃとは対称形状を呈し、また、底部３２ｂ

と底部３２ｄとは対称形状を呈している。ここで、底部

３２ａ、３２ｃには、略中央位置に舌片部３２ａ－１、

３２ｃ－１が設けられ、また、底部３２ｂには、左右位

置に舌片部３２ｂ－１、３２ｂ－２が設けられ、また、

底部３２ｄにも左右位置に舌片部３２ｄ－１、３２ｄ－

２が設けられている。さらに、底部３２ｂ、３２ｄに

は、半円状の凹部３２ｂ－３、３２ｂ－４、３２ｄ－

３、３２ｄ－４が形成されている。

【００２１】ここで、上記第１ブランクＡの組立て時に

は、図３に示される状態において、上記内側壁部１２ａ

～１２ｄ、２２ａ～２２ｄは上面部２９に対して山折り

されて立設し、内底片部１４ａ～１４ｄ、２４ａ～２４

ｄは上記内側壁部１２ａ～１２ｄ、２２ａ～２２ｄに対

して谷折りされて上面部２９と平行状態となる。また、

外側壁部３０ａ～３０ｄは中央板部１０に対して山折り

されて立設し、底部３２ａ～３２ｄは該外側壁部３０ａ

～３０ｄに対して山折りされて中央板部１０の上面部２

９に対して平行となる。また、組立て時には、内底底部

１４ｄ～１４ｄ、２４ａ～２４ｄの図３における裏面

と、上記糊代部３４ｂ－１、３４ｂ－２、３２ｂ－２、

３２ｂ－２には接着剤が塗布される。

【００２２】次に、第１内装部Ｂ１と、第２内装部Ｂ２

と、第３内装部Ｂ３（それぞれ図１、図２参照）につい

て説明する。これら第１内装部Ｂ１と第２内装部Ｂ２と

第３内装部Ｂ３とは、展開状態においては図４に示すよ
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うに構成され、同図に示すように、３つの部材ともに、

１枚のブランクとしての第２ブランクＢによって形成さ

れ、図５に示すように個々に分離されて使用される。な

お、図４に示す第２ブランクＢから形成される第１内装

部Ｂ１と、第２内装部Ｂ２と、第３内装部Ｂ３とは、上

面が内側になるように折曲げ形成される。

【００２３】ここで、まず、第１内装部Ｂ１は、図４に

示すように、第２ブランクＢの左側に位置し、第１中央

板部５０と、該第１中央板部５０の外周の３辺から延設

される壁部６０ｂ～６０ｄと、該壁部６０ｂ～６０ｄの

外周に延設された上面部６２ｂ～６２ｄとを有してい

る。この第１中央板部５０は、内装中央板部としても機

能する。上記第１中央板部５０は略長方形状を呈し、中

央に開口部５２を有している。この開口部５２は、縦長

の長方形にその上部及び下部において左右から凸部を突

出させた形状を呈している。また、上記壁部６０ｂ～６

０ｄは、壁部６０ｂ、６０ｄの一方の端部を除き、外側

にいくに従いやや幅広になる略台形状を呈し、壁部３０

ｂと壁部３０ｄとは対称形状を呈し、壁部６０ｂと６０

ｄとは、それぞれその端部に延設された補強片部６４

ｂ、６４ｄを有している。また、上面部６２ｂ～６２ｄ

は、上記壁部６０ｂ～６０ｄより外側に延設され、細長

帯状を呈している。上面部６２ｂと上面部６２ｄとは対

称形状を呈している。また、壁部６０ｃから上面部６２

ｃに掛けては略方形状の切欠部６４ｃが設けられてい

る。また、第１中央板部５０と壁部６０ｂ～６０ｄの境

界付近には略コ字状の切込み６６ｂ～６６ｄが形成され

ている。さらに、第１中央板部５０の４つの角部には、

組立て時における位置決めのための開口部５４が設けら

れている。

【００２４】次に、第２内装部Ｂ２は、図４に示すよう

に、第２ブランクＢの中央に位置し、第２中央板部７０

と、該第２中央板部７０の外周の３辺から延設される壁

部８０ｂ～８０ｄと、該壁部８０ｂ～８０ｄの外周に延

設された上面部８２ｂ～８２ｄとを有している。ここ

で、上記第２中央板部７０は略長方形状を呈し、中央に

略長方形状の開口部７２を有している。また、上記壁部

８０ｂ～８０ｄは略長方形状を呈している。また、上面

部８２ｂ～８２ｄは、上記壁部８０ｂ～８０ｄより外側

に延設され、細長帯状を呈している。上面部８２ｂと上

面部８２ｄとは対称形状を呈し、一方の端部は斜めに形

成されている。また、壁部８０ｂから上面部８２ｂに掛

けては切欠部８６ｂが設けられている。この切欠部８６

ｂは半円と方形とをつなげた形状を呈している。また、

第２中央板部７０と壁部８０ｂ～８０ｄの境界付近には

略コ字状の切込み８６ｂ～８６ｄが形成されている。さ

らに、第２中央板部７０の４つの角部には、組立て時に

おける位置決めのための開口部７４が設けられている。

【００２５】次に、第３内装部Ｂ３は、図４に示すよう

に、第２ブランクＢの右側に位置し、第３中央板部９０

と、該第３中央板部９０の外周の４辺から延設される壁

部１００ｂ～１００ｄと、該壁部１００ｂ～１００ｄの

外周に延設された上面部１０２ｂ～１０２ｄとを有して

いる。ここで、上記第３中央板部９０は略長方形状を呈

し、中央上下位置に位置決めのための開口部９２を有し

ている。また、壁部１００ａ～ｄ、上面部１０２ａ～１

０２ｄはともに略長方形状を呈している。

【００２６】ここで、上記第２ブランクＢは、図４に示

す切断線１０５、１０７を介して３つの分離される。ま

た、第１内装部Ｂ１の組立て時には、図４に示される状

態において、上記壁部６０ａ～６０ｄは第１中央板部５

０に対して谷折りされて立設し、上面部６２ａ～６２ｄ

は記壁部６０ａ～６０ｄに対して山折りされて第１中央

板部５０と平行状態となる。また、組立て時には、上面

部６２ｂ～６２ｄの表面に接着剤が塗布される。なお、

補強片部６４ｂ、６４ｄの裏面にも接着剤を塗布するよ

うにしてもよい。

【００２７】また、第２内装部Ｂ２の組立て時には、上

記壁部８０ａ～８０ｄは第２中央板部７０に対して谷折

りされて立設し、上面部８２ｂ～８２ｄは上記壁部８０

ａ～８０ｄに対して山折りされて第２中央板部７０と平

行状態となる。また、組立て時には、上面部８２ｂ～８

２ｄの表面に接着剤が塗布される。また、同様に、第３

内装部Ｂ３の組立て時には、上記壁部１００ａ～１００

ｄは第３中央板部９０に対して谷折りされて立設し、上

面部１０２ｂ～１０２ｄは記壁部１００ａ～１００ｄに

対して山折りされて第３中央板部９０と平行状態とな

る。また、組立て時には、上面部１０２ｂ～１０２ｄの

表面に接着剤が塗布される。

【００２８】次に、第３ブランクＣは、その展開状態に

ついては図６に示すように構成される。つまり、第３ブ

ランクＣは、中央板部１１０と、該中央板部１１０の外

周に延設される壁部１２０ａ～１２０ｄと、同じく該中

央板部１１０から延設される柱部１２４ａ～１２４ｄ

と、上記壁部１２０ａ～１２０ｄの外側に延設される上

面部１２２ａ～１２２ｄと、上記柱部１２４ａ～１２４

ｄから延設される上面部１２６ｂ、１２６ｄとを有す

る。ここで、上記中央板部１１０は、横長の長方形に対

して４か所に方形状の凹部を設けた形状を呈し、２か所

に位置決めのための開口部１１２を有している。また、

壁部１２０ａ～１２０ａは略方形状を呈し、中央に衝撃

を吸収するための開口部１２８ａ～１２８ｄが設けられ

ている。また、上面部１２２ａ～１２２ｄは細長長方形

状を呈している。また、上記柱部１２４ａ～１２４ｄは

上記中央板部１１０に設けられた凹部の基端部分から設

けられている。

【００２９】この第３ブランクＣの組立て時には、壁部

１２０ａ～１２０ｃと柱部１２４ｂ、１２４ｄとは中央

板部１１０に対して谷折りされて立設し、上面部１２２

ｂ～１２２ｄと上面部１２６ｂ、１２６ｄとは上記壁部

10

20

30

40

50



(6) 特開平９－２４９３３
9 10

１２０ａ～１２０ｃ等に対して山折りされて中央板部１

１０と平行状態となる。また、組立て時には、上面部１

２２ｂ～１２２ｄと上面部１２６ｂ、１２６ｄの表面に

は接着剤が塗布される。

【００３０】以上のような構成の第１ブランクＡから第

３ブランクＣの各ブランクは、段ボール材から型抜きさ

れてストックされる。上記第２ブランクＢについては、

第１内装部Ｂ１と、第２内装部Ｂ２と、第３内装部Ｂ３

に分けてストックされる。そして、組立て時に各ブラン

ク及び第１内装部Ｂ１～第３内装部Ｂ３が１枚づつ取り

出され、上記した接着剤の塗布位置に接着剤が塗布され

る。その後、プレス機械に運ばれて、上記各ブランク等

は所定位置に配される。つまり、第１ブランクＡが図３

に示す方向に配されるとした場合に、第２ブランクＢの

第１内装部Ｂ１は図５に示す方向で、第１ブランクＡの

下方左側に配され、また、第２内装部Ｂ２は図５に示す

方向から１８０度回転した状態で第１ブランクＡの下方

右側に配される。また、第３内装部Ｂ３は、図５に示す

方向で上記第２内装部Ｂ２の下方に配され、また、第３

ブランクＣは、図６に示す方向から９０度回転した状態

で第１内装部Ｂ１の下方に配される。

【００３１】なお、上記各部材の位置決めに際しては、

第１内装部Ｂ１に設けられた開口部５４、第２内装部Ｂ

２に設けられた開口部７４、第３内装部Ｂ３に設けられ

た開口部９２、第３ブランクＣに設けられた開口部１１

２が利用される。

【００３２】各部材の位置決めが完了したらプレス機械

を動作させて折曲げ及び接着を行う。ここで、上記第１

内装部Ｂ１及び第２内装部Ｂ２においては、３方向に壁

部が設けられているが、第１内装部Ｂ１と第２内装部Ｂ

２とが互いに向き合う辺には、壁部が設けられていない

ので、組立て時に壁部が互いに干渉することがなく、自

動組立てを行うことができる。

【００３３】組立て完了時には、第１内装部Ｂ１の上面

部６２ｂ～６２ｄは第１ブランクＡの上面部２９の左側

裏面に接着され、第２内装部Ｂ２の上面部８２ｂ～８２

ｄは第１ブランクＡの上面部２９の右側裏面に接着され

ることになる。また、収納本体部Ｓ１－ａ、Ｓ２－ａに

おいては、側面が２重の壁部で形成されることになる。

つまり、例えば、収納本体部Ｓ１－ａでは、内側壁部１

２ｂと壁部６０ｂ、内側壁部１２ｃと壁部６０ｃ、内側

壁部１２ｄと壁部６０ｄがそれぞれ重なり合い、また、

収納本体部Ｓ２－ａでは、内側壁部２２ａと壁部８０

ｃ、内側壁部２２ｂと壁部６０ｄ、内側壁部２２ｄと壁

部６０ｂがそれぞれ重なり合うことになる。したがっ

て、第１内装部Ｂ１の補強片部６４ｂ、６４ｄは内側壁

部１２ｃと壁部６０ｃとで挟まれることになるので、補

強片部６４ｂ、６４ｄに接着剤を塗布しなくても固定さ

れる。収納本体部Ｓ１－ａ、Ｓ２－ａが互いに向き合う

側面においては、内側壁部１２ａと内側壁部２２ｃのみ

が立設することになる。

【００３４】また、第３ブランクＣの上面部１２２ａ～

１２２ｄ、１２６ａ～１２６ｄは第１内装部Ｂ１の第１

中央板部５０の裏面に接着され、また、第３内装部Ｂ３

の上面部１０２ａ～１０２ｄは第２内装部Ｂ２の第２中

央板部７０の裏面に接着されることになる。

【００３５】また、第１ブランクＡにおける底部３２ａ

～３２ｄの舌片部３２ａ－１等は第１内装部Ｂ１及び第

２内装部Ｂ２に設けられた切込み８６ｃ等に挿通されて

紙材製箱体Ｐ全体の形状が固定される。つまり、舌片部

３２ａ－１は切込み８６ｃに、舌片部３２ｂ－１は切込

み８６ｄに、舌片部３２ｂ－２は切込み６６ｂに、舌片

部３２ｃ－１は切込み６６ｃに、舌片部３２ｄ－２は切

込み６６ｄに、舌片部３２ｄ－１は切込み８６ｂに、そ

れぞれ挿通されることになる。その挿通作業のみは自動

化できないため、手作業で行うことになる。底部３２

ｂ、３２ｄに設けられている凹部３２ｂ－３、３２ｂ－

４、３２ｄ－３、３２ｄ－４は該挿通作業をする場合や

舌片部の挿通状態を解除する場合に指を掛けて使用され

る。

【００３６】以上のように構成された紙材製箱体Ｐにお

いては、収納部Ｓ１にノート型パーソナルコンピュータ

等の機械類を収納し、収納部Ｓ２にマニュアルを収納す

る。収納した機械類の取出しには凹部４１を利用し、マ

ニュアルの取出しには凹部４３を利用する。

【００３７】上記紙材製箱体Ｐによれば、まず、収納部

Ｓ１、Ｓ２ともに下部に下部空間部Ｓ１－ｂ、Ｓ２－ｂ

を有するので、機械類等を収納した紙材製箱体Ｐを落下

等させた場合に、落下の衝撃を吸収することができる。

特に、収納部Ｓ１においては、第３ブランクＣが柱部１

２４ｂ、１２４ｄを有し、また、壁部１２０ａ～１２０

ｄに開口部１２８ａ～１２８ｄを設けた構成となってい

るので、より衝撃を吸収しやすくなっている。

【００３８】また、上記収納部Ｓ１、Ｓ２においては、

側面の３方向が二重の壁部で形成されるので、強い強度

を得ることができる。特に、第１内装部Ｂ１の補強片部

６４ｂ、６４ｄにより、収納本体部Ｓ１－ａの角部に空

間ができないので、より収納部Ｓ１の耐性を高めること

ができる。特に、図１において、左上端や左下端の角部

から落下した場合に上記補強片部６４ｂ、６４ｄによる

保護は有効に機能する。なお、収納部Ｓ１の内側壁部１

２ａがある側面と収納部Ｓ２の内側壁部２２ｃがある側

面とは他の側面に比べて若干強度が低いので、必要に応

じて内側壁部１２ａと内側壁部２２ｃの間に保護部材を

設けておく。該保護部材の構成としては、例えば、図７

に示す保護部材Ｈのようなものが考えられる。

【００３９】また、上記第１ブランクＡの中央板部１０

には、開口部１７、２７が設けられているが、この開口

部１７、２７により角部にアールが形成されることな

り、この開口部が設けられない場合に比べて破れにくく
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なり、収納部Ｓ１、Ｓ２の強度が大きくなっている。

【００４０】なお、凹部４３は図１に示すように、収納

部Ｓ２の下方に設けられているが、上方と下方の対称位

置に一対設けるようにしてもよい。また、上記実施例に

おいては、収納部が左右に２つ設けられているものとし

て説明したが、これには限られず、例えば、左右に２つ

並んだものが上下に配置されて合計４つの収納部が設け

られるようにしてもよい。この場合には、収納部が２辺

で隣り合うことになるので、内装部においては、中央板

部における隣接する収納部に向き合わない２辺から壁部

が延設されることになる。

【００４１】

【発明の効果】本発明に基づく請求項１に記載の紙材製

箱体によれば、該中央板部の外周のうち隣接する収納部

に面した外周部分を除く外周から壁部が延設されている

ので、組立てに際し壁部を折り曲げて立設させる場合

に、壁部同士が干渉し合うことがなく、自動組立てを行

うことができる。また、隣接する収納部が面していない

外周部分においては、箱本体部における壁部と内装部に

おける壁部により二重に壁が設けられ、強度を増すこと

ができる。また、請求項２に記載の紙材製箱体によれ

ば、隣接する壁部の境界部分で、箱本体部の上面部が曲

線状に形成されるので、破れに対して上面部の耐久性を

高めることができる。

【００４２】また、請求項３に記載の紙材製箱体によれ

ば、上記内装部における壁部は、該内装板部の外周を構

成する各辺のうち、該内装部が構成する収納部に隣接す

る収納部に面した辺以外の辺から延設されているので、

組立てに際し壁部を折り曲げて立設させる場合に、壁部

同士が干渉し合うことがなく、自動組立てを行うことが

できる。また、隣接する収納部が面していない辺におい

ては、箱本体部における内側壁部と内装部における壁部

により二重に壁が設けられ、強度を増すことができる。

特に、請求項４に記載の紙材製箱体によれば、収納部の

側面の三方に二重の壁が形成され、収納部の保護が強固

となる。

【００４３】また、請求項５に記載の紙材製箱体によれ

ば、上記請求項２の場合と同様に、折曲げ部と同一線上

を呈する曲線部を少なくとも外形の一部に有する開口部

が形成されているので、破れに対して上面部の耐久性を

高めることができる。また、請求項６に記載の紙材製保

護体によれば、互いに隣接し合う壁部において、いずれ

か一方の壁部に他方の壁部に接する補強片部が設けられ

ているので、該補強片部により隣接し合う壁部間に隙間

が形成されないので、収納部の側壁部分の強度を高める

ことができる。

【００４４】また、請求項７に記載の紙材製箱体によれ

ば、内装部に開口部が設けられ、該開口部の下部に衝撃

を吸収するための緩衝材が設けられているので、この緩

衝材により箱体への衝撃を吸収して収納部に収納した物

を保護することができる。また、請求項８に記載の紙材

製箱体によれば、上記箱本体部に固着される内装部は、

１枚のブランクにより形成され、よって、紙材の有効利

用を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の実施例に基づく紙材製箱体の外観を示

す斜視図である。

【図２】本発明の実施例に基づく紙材製箱体の構成を示

す分解斜視図である。

【図３】第１ブランクの展開状態を示す展開図である。

【図４】第２ブランクの展開状態を示す展開図である。

【図５】第２ブランクの構成を示す説明図である。

【図６】第３ブランクの展開状態を示す展開図である。

【図７】保護部材の構成を示す斜視図である。

【図８】従来技術における問題点を説明するための説明

図である。

【符号の説明】

Ｐ　紙材製箱体

Ａ　第１ブランク

Ｂ　第２ブランク

Ｂ－１　第１内装部

Ｂ－２　第２内装部

Ｂ－３　第３内装部

Ｃ　第３ブランク

Ｓ１、Ｓ２　収納部

Ｓ１－ａ、Ｓ２－ａ　収納本体部

Ｓ１－ｂ、Ｓ２－ｂ　下部空間部

１０　中央板部

１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、２２ａ、２２ｂ、２

２ｃ、２２ｄ内側壁部

１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ、２４ａ、２４ｂ、２

４ｃ、２４ｄ内底底部

１７、２７　開口部

１８、２８　切込み

２９　上面部

３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄ　外側壁部

３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ　底部

３２ａ－１、３２ｂ－１、３２ｂ－２、３２ｃ－１、３

２ｄ－１、３２ｄ－２舌片部

３４ｂ－１、３４ｂ－２、３４ｄ－１、３４ｄ－２　糊

代部

４０、４２　開口部

４１、４３　凹部

５０　第１中央板部

５２、５４、　開口部

６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ　壁部

６２ａ、６２ｂ、６２ｃ、６２ｄ　上面部

６４ｂ、６４ｄ　補強片部

７２、７４　開口部

８０ａ、８０ｂ、８０ｃ、８０ｄ　壁部
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８２ａ、８２ｂ、８２ｃ、８２ｄ　上面部

９０　第３中央板部

９２　開口部

１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ　壁部

１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ　上面部

１１０　中央板部

１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ、１２０ｄ　壁部

１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ、１２２ｄ、１２６ｂ、

１２６ｄ　上面部

１２４ｂ、１２４ｄ　柱部

【図１】

【図３】

【図７】

＊

＊
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【図２】

【図４】

【図６】

【図８】



(10) 特開平９－２４９３３

【図５】


